
市　民　し　ん　ぶ　ん　伏見区版　　 第３１７号　　令和４年５月１５日　（４）再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】（株）キョウエイアドインターナショナル（☎ 03-5860-9468）　 ※広告内容は各事業者にお尋ねください。

６月１日は「人権擁護委員の日」
「人権擁護委員の日」は全ての区役所・支所で人権擁護委員による人権相談を一斉開催します。

文化市民局共生社会推進室
☎ 222-3096
FAX 366-0139

●❶
人
権
相
談

　
面
談
、
電
話
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
手
紙
に

よ
り
、
人
権
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

●❷
調
査
救
済

　「
人
権
を
侵
害
さ
れ
た
」と
い
う
被
害
者
か
ら

の
申
告
や
人
権
相
談
な
ど
を
受
け
、
法
務
局
職

員
と
協
力
し
て
、
調
査
処
理
に
当
た
り
ま
す
。

　
そ
し
て
、
必
要
に
応
じ
て
、
事
案
に
応
じ
た

適
切
な
措
置
を
講
じ
る
な
ど
の
、
救
済
手
続
を

行
い
ま
す
。

●❸
人
権
啓
発

　
人
権
の
大
切
さ
を

多
く
の
方
々
に
知
っ
て

い
た
だ
き
、
ま
た
、
考

え
て
い
た
だ
く
た
め

に
、様
々
な
人
権
啓
発

活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

インターネット
でのひどい
書込み 一人で悩まず、まずはご相談ください。

令和４年度（５月以降）
夜間相談の日程

令和４年度（５月以降）
区役所・支所での相談日程
相談日 相談場所

5月19日(木) 北区役所
7月28日(木) 右京区役所
8月18日(木) 中京区役所
8月25日(木) 上京区役所
9月15日(木) 東山区役所

10月20日(木) 深草支所
11月17日(木) 洛西支所

みんなの人権
１１０番

子どもの人権
１１０番

女性の人権
ホットライン

インターネット
人権相談
受付窓口

時間：10時から12時まで（山科区役所のみ14時から16時まで）

差別

虐待いじめ

人
権
擁
護
委
員
と
は

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
国
民
の
基
本
的
人
権
を

守
り
、
ま
た
、
人
権
が
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
、
法
務
大
臣
か
ら
委

嘱
さ
れ
て
活
動
す
る
、
民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

で
す
。

　
現
在
、
約
１
万
４
千
名
の
人
権
擁
護
委
員
が

全
国
の
各
市
町
村
に
配
置
さ
れ
、
京
都
市
に

は
、
55
名
の
人
権
擁
護
委
員
が
い
ま
す
。
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予約不要
相談日 相談場所

11月24日(木) 下京区役所
12月15日(木) 南区役所
12月22日(木) 醍醐支所
1月19日(木) 左京区役所
2月16日(木) 西京区役所
3月23日(木) 伏見区役所

14時から16時まで。いずれの会場でもご相談いただけます。

相談日 相談場所
6月22日(水)

京都市役所
共生社会推進室
18時から20時まで

☎222-3096
FAX 366-0139

8月24日(水)

10月26日(水)

12月21日(水)

2月22日(水)

要予約

人
権
擁
護
委
員
の
活
動

予約不要

問合せ

人
権
擁
護
委
員
は
、

法
務
大
臣
に
委
嘱
を
受
け
た
、

（
　
　
　
　
　）
で
す
。

こ
こ
で
ク
イ
ズ
！

人
権
擁
護
委
員
っ
て

ど
ん
な
人
？

（
答
え
は
、
記
事
の
中
に
あ
り
ま
す
。）

人
権
擁
護
委
員
は
、
人
権
相
談
以
外
に
も
、

様
々
な
人
権
（
　
　
　
　）
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●Ⓐ 

啓
発

　
　●Ⓑ 

営
業

●Ⓐ 

救
済
　
　●Ⓑ 

審
査

人
権
擁
護
委
員
は
、

人
権
に
関
す
る
相
談
な
ど
を
受
け
て
、

必
要
に
応
じ
て
調
査
を
行
い
、

（
　
　
　
　）
手
続
を
行
い
ま
す
。
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人
権
擁
護
委
員
は
、

京
都
市
に
（

　
　）
名
い
ま
す
。

●Ⓐ 

特
別
職
の
公
務
員

●Ⓑ 

民
間
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
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人権イメージ
キャラクター

人ＫＥＮあゆみちゃん
人権イメージ
キャラクター
人ＫＥＮまもる君

通話料無料

インターネット人
じんけんそうだん

権相談

※電話は平日８時30分から17時15分まで（年末年始を除く）

相談無料 秘密厳守

再生紙・植物油インクを使用しています。
不要になれば古紙回収等に出してください。

市民しんぶんへの広告（１～４面下欄）を募集中。【問合せ】（株）キョウエイアドインターナショナル京都営業所（☎585-5050）　 ※広告内容等は市が推奨するものではありません。

市　民　し　ん　ぶ　ん　★★区版　　 第317号　　令和４年５月1５日　（４）


